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事 務 連 絡 

令和２年 11 月 22 日 

 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区  
 
 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

 

11 月以降の感染状況を踏まえた病床・宿泊療養施設確保計画に基づく病

床・宿泊療養施設の確保及び入院措置の対象について（要請） 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策については、ご尽力及びご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」

（令和２年６月 19 日付け事務連絡1）を踏まえ、各都道府県におかれては、病床・

宿泊療養施設確保計画の策定及びそれに基づく病床の確保をはじめとして様々な

取組を行いつつ、各地域における感染者増にも対応していただいているところです。 

一方で、新型コロナウイルスの感染状況については、11 月以降増加傾向が強

まり、２週間で２倍を超える伸びとなり、過去最多の水準となっております。 

こうした感染状況も踏まえ、下記の対応を徹底いただくよう、ご協力のほどお

願いいたします。 

 

記 

 

○ 新型コロナウイルス感染症の患者数が増加していることに鑑み、病床・宿泊

療養施設確保計画に従って現在確保すべき病床等を着実に確保するとともに、

感染状況の動向も踏まえつつ、フェーズの移行が速やかに行われるよう、早

め早めの準備を行うこと。 

 

                                                   
1 今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について（6 月 19 日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/000641692.pdf  
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○ その際、都道府県全体の動きだけでなく、都道府県内において感染が急拡大

している地域があれば、そうした地域ごとの病床、宿泊療養施設の確保状況を

改めて確認しつつ、病床・宿泊療養施設の確保を着実に行うこと。 

 

○ 10 月の政令改正（新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等

の政令の一部を改正する政令（令和 2 年 10 月 14 日公布、同月 24 日施行））

により、入院勧告できる対象の明確化を行っていることにあらためて留意す

ること2。 

 

○ 病床確保や都道府県全体の入院調整に最大限努力したうえで、なお、病床が

ひっ迫する場合には、上記政令により入院勧告等ができるとしている者のう

ち、医師が入院の必要がないと判断し、かつ、宿泊療養施設（適切な場合は自

宅療養）において丁寧な健康観察を行うことができる場合には、そのような取

扱として差し支えないこと。 

 

 

                                                   
2 新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の入院措置の対象者について（11 月 13 日付け事務連絡）

https://www.mhlw.go.jp/content/000695027.pdf  
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について（施行通知）（10 月

14 日健康局長通知）https://www.mhlw.go.jp/content/000683018.pdf 
 


